
第３章 お役立ち資料 

85 

 

 

 

 

２ 各種サンプル等 
 

（１）入居者情報シート 

 
○ 川崎市居住支援協議会 「入居者情報共有シート」 

 

【記入日： 年 月 日】 
（ 別途、更新情報がある場合チェック⇒□） 

 

 

 
【１．基礎情報】 

入居者情報  共有シート 

 

入

居

者 

フリガナ  

物

件

名 

 

入居物件名 

 
氏名  

住所  国籍（言語） 

 

【２．親族等  緊急連絡先情報】 ※入居申込書に記入した緊急連絡先以外の情報がある場合は記入してください。 

 

親
族 
・
友
人
等 

フリガナ  

 

 

連

絡

状

況 

 
□ ある程度連絡している 

 

氏名 
 
□ 1年に1回程度 

 

住所 

  
都・道・府・県 

  
市・区 

 

 
□ 1年以上連絡していない 

電話 （ ） －  間柄 

 

【３．健康状態等】 

健康状態 □良好 □治療中⇒（ □通院 □往診 □その他（ ） ） 

 
病名（持病等） 

  

医療機関 
（かかりつけ医） 

 

 

【４．介護・障害者支援サービスに関する情報】 ※現在、利用されているサービス等がある場合は記入してください。 

介護サービス 
 

□利用あり  ・  □なし  障害者支援サービス 
 

□利用あり 
  

・ 
 

□なし 

要介護度 
(該当を○で囲ってください） 

 

（要支援） 

 

１ 

 

・ 

 

２  （要介護） １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
障害手帳種類 

(該当を○で囲ってください） 

 

身体障害者手帳 ・ 療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 

事施 
居宅介護支援（ケアマネ）事業所名・通所施設名等  

利

用

状

況 

 

サービス日程等 
□ 毎週 

□ 第  ・  

 

 

 
週 

 
（ 訪問  

（ 

（ 

 
・ 

 
通 所  ）

曜 日 ）

曜日） 

業設  

所名  

名等 電話 （ ） － 

 

【５．区役所・地域包括支援センター・支援団体等に関する情報】    ※これまでに利用・相談等したことがある場合は記入してください。 

区  役  所  
□高齢・障害課  □ 保 護 課 （受給中  年   月 ～） 

□地域みまもり支援センター □その他（ ） 

 

地域包括支援センター 
センター名 

支 援 団 体 等 
支援団体名  

障害者相談支援センター 
センター名 

 

【６．その他】   ※上記以外に、関係者にお伝えしたことや心配な点（ご家族の状況など）がありましたら自由に記入ください。 

 

 

※不動産店記入欄 取扱不動産店 

（電話・ＦＡＸ） 

 

（川崎市居住支援協議会 2017年3月版） 

●記入された個人情報等は次の目的にのみ使用し、家主・入居する物件を管理する不動産店のほか、 シートに記入 
されている関係者内でのみ共有・管理いたします。 
・入居者本人の心身状況等に異変があった際の対応等で、家主及び不動産店が必要と判断した場合。 
・関係者から入居者本人への連絡が取れなくなる等、支援の継続に支障をきたす場合。 
・シートに記入された情報や内容に変更や修正が生じた場合。 

なお、当該個人情報等を使用・共有・管理する関係者は、所属する各団体に関連する法律において定められた守秘義務
を遵守いたします。 

 

「入居者情報 共有シート」の使用や共有・管理等について、上記に同意いただける場合は、以下の本人署名欄に

署名（本人が署名できない場合、括弧内に代筆者氏名及び間柄を記載）をお願いいたします。 

本人署名欄＿＿＿＿＿＿ ＿（＿ ＿＿＿＿・＿＿代筆） 
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入居される皆様へのお願い 
 

「入居者情報  共有シート」への記入は任意です。 
ただし、賃借人である皆様に万一のことがあったときのために、 
記入をいただきたく、御理解・御協力をお願いいたします。 

 

 

 
現在、健康でいらっしゃる方も、誰もがいつ病気になるか分かりません。

また、高齢になれば心身状況の変化により、介護支援が必要になったり、
認知症になる可能性なども高まります。 

 

そんなときは、行政をはじめとする以下の福祉関係事業者等に 

いつでもお気軽にご相談ください。 

 
 

 
・健康上の不安や介護予防について相談したい 

・地域での集いやサークル活動の情報が欲しい 

など高齢者からの相談は… 

 

●地域包括支援センター 

（センター名 ／TEL ） 

● 各区保健福祉センター・各地区健康福祉ステーション 

（高齢・障害課/高齢者支援係／TEL ） 

 
 

・障害福祉サービスを利用したい 

・仕事や健康のことについて相談したい 

など障害のある方からの相談は… 

●障害者相談支援センター 

（センター名 ／ TEL ） 

● 各区保健福祉センター・各地区健康福祉ステーション 

（高齢・障害課/障害者支援係／ TEL ） 

 
 

・失業等で生活に困っている 

・生活保護制度を利用したい 

など生活や就労等に関する相談は… 

●生活自立相談センター 

（ だいＪＯＢセンター ／ TEL 044-245-5120） 

● 各区保健福祉センター・各地区健康福祉ステーション 

（ 保護課 ／ TEL ） 

 
 

ことば す るーる など こま 

・言葉や住まいのルール等で困っている 
せいかつ  そうだん 

・生活やいろいろなことを相談したい 
がいこくじん   そうだん 

など外国人からの相談は… 

 

がいこくじん さぽーとせんたー 

●かながわ外国人すまいサポートセンター 

（TEL 045-228-1752） 
 

こくさいこうりゅうせんたー 

●国際交流センター 
がいこくじんまどぐちそうだんこーなー 

（外国人窓口相談コーナー／ TEL 044-435-7000） 

 

 

・その他、子どもや子育て中の親など、

地域に暮らす全ての方からの 

様々な相談は… 

 
 

●地域みまもり支援センター 

（地域支援担当 ／ TEL ） 
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○ 岡山県居住支援協議会 「住宅確保要配慮者入居円滑化マニュアル」 

入居者情報シート 
年 月 日 

更新 年 月 日 

 

 

 

 

 

 
入
居
者
の
基
礎
情
報 

ふりがな   

性 
 

別 
 

男 
 

• 女 
氏 名 

 

住 所 号室 

電話番号  

生年月日  

 

 

特記事項 

タバコ（ 有 • 無 ）：飲酒（ 有 • 無 ）     

服用薬など 

 

 

 

 

連帯保証人 

氏名  ＴＥＬ  

住所  

氏名  ＴＥＬ  

住所  

 

緊急連絡先 
氏名  ＴＥＬ  

住所  

 

■ 何かあった時にお願いできる所や人•現在通院や利用している施設など 

 

 

 

■ 見守り体制など 

月 火 水 木 金 土 日 サービス提供者•内容 連絡先 担当者 

  
 

      

 
 

         

          

    
 

     

          

 

 
財
産
管
理
者 

財産管理者  

種  類  後見•補佐•補助•地建•契約 

担当者  

ＴＥＬ/ＦＡＸ  

 

住所/所在地 
〒 

 

 

 
介
護
支
援
者 

事業者名  

担当者  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

  

 
関
係
行
政
機
関 

行政機関名  

担当者  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

所在地 
〒 

 

 そ  
 の  
 他 
医
療
機
関
な
ど 

名  称   

担当医•診療科  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

所在地 
〒 

  

 
か
か
り
つ
け
医 

医療機関名  

担当医  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

 

 

 
 そ  
 の 
他 

名  称   

担当者  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 
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入居者情報シート【記入例①】 
 

 

2017 年 ○月 ○日

更新 年 月 日 

 

 

 

 

 

 
入
居
者
の
基
礎
情
報 

ふりがな まるまる たろう 

性 別 男 • 女 
氏 名 ○○ 太郎 

住 所 岡山市北区○○○丁目○－○ ○○アパート 203 号室 

電話番号 携帯 090-0000-0000 

生年月日 昭和56 年６月１０日 

 
 

特記事項 

タバコ（ 有  •  無  ）：飲酒（ 有  •  無  ） 

服用薬など 

病気：うつ 

 

 
 

連帯保証人 

氏名 ○○ 花子 ＴＥＬ 086-000-0000 

住所 岡山市北区○○ 

氏名  ＴＥＬ  

住所  

緊急連絡先 
氏名 ○○ 二郎 ＴＥＬ 090-0000-0000 

住所 岡山市中区○○ 

■ 何かあった時にお願いできる所や人•現在通院や利用している施設など 

 

 

 

■見守り体制など 

月 火 水 木 金 土 日 サービス提供者•内容 連絡先 担当者 

○ ○ ○ ○ ○   ○○B 型作業所   

          

          

          

          

 

 
財
産
管
理
者 

財産管理者 ○○弁護士事務所 

種  類  後見•補佐•補助•地建•契約 

担当者 ○○ 護 

ＴＥＬ/ＦＡＸ 086-000-0000 

 

住所/所在地 
〒700-0000 

岡山市北区○○ 

 

 

 
介
護
支
援
者 

事業者名 ○○ヘルパーステーション 

担当者 山田 ○○ 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

岡山市北区○○ 

  

 
関
係
行
政
機
関 

行政機関名 岡山中央福祉事務所 

担当者 福士 ○○ 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ 086-000-0000 

 

所在地 
〒 

岡山市北区○○ 

 

 

 
医
療
機
関
な
ど 

名  称  ○○中央病院 

担当医•診療科 ○○先生 精神科 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

  

 
か
か
り
つ
け
医 

医療機関名 ○○クリニック 

担当医 ○○先生 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

岡山市北区○○ 

 

 

 

 
勤
務
先 

名  称  ○○B 型作業所 

担当者  

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

岡山市北区○○ 
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入居者情報シート【記入例②】 
 

 

年 月 日 

更新 年 月 日 

 

 

 

 

 

 
入
居
者
の
基
礎
情
報 

ふりがな さんかく ももこ  

性 別 
 

男 • 女 
氏 名 △ 桃子 

アパート名 倉敷市△△ △△△－△ レジデンス△△ 105 

電話番号 086-000-0000 携帯 090-0000-0000 

生年月日 昭和20 年11 月23 日 

 

 

特記事項 

タバコ（ 有  •  無  ）：飲酒（ 有  •  無  ） 

服用薬など 

右耳が聞こえにくい 

 

 

 

連帯保証人 

氏名  ＴＥＬ  

住所  

氏名  ＴＥＬ  

住所  

 

緊急連絡先 
氏名 △ 花子  ＴＥＬ 086-000-0000 

住所 倉敷市○○ 
 

■ 何かあった時にお願いできる所や人•現在通院や利用している施設など 

 

 

 

■見守り体制など 

月 火 水 木 金 土 日 サービス提供者•内容 連絡先 担当者 

○  ○  ○   □□牛乳 086-000-0000 □□ 

 ○  ○  ○  △介護ステーション   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 給食サービス（昼食） 倉敷市社会福祉協議会 086-000-0000 ○○ 

          

          

 

 
財
産
管
理
者 

財産管理者 倉敷市社会福祉協議会 

種  類  後見•補佐•補助•地建•契約 

担当者 △ 五郎 

ＴＥＬ/ＦＡＸ 086-000-0000 

 

住所/所在地 
〒700-0000 

倉敷市○○ 

 

 

 
介
護
支
援
者 

事業者名 △△ヘルパーステーション 

担当者 △△ 芳絵 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

  

 
関
係
行
政
機
関 

行政機関名 △△ケアプランセンター 

担当者 竹内 △ （ケアマネ） 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

倉敷市○○ 

 

 

 
医
療
機
関
な
ど 

名  称  △△△整形外科 

担当医•診療科 △△先生 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

  

 
か
か
り
つ
け
医 

医療機関名 △△内科 

担当医 △先生 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

倉敷市○○ 

 

 

 

訪
問
介
護 

名  称  △訪問介護ステーション 

担当者 △△△ 亮 

ＴＥＬ 086-000-0000 

ＦＡＸ  

 

所在地 
〒 

倉敷市 
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○ 住宅・相続支援びんごＮＰＯセンター 「入居者調査票」 
 

 

調査票Ⅰ 

（個人用） 

紹

介

者 

 入 

居 希 

望

日 

H 年 

 

 
月 

 
 

申

込

人 

フリガナ  男 

 
女 

生  年  月  日  

氏 名 
 

M ・ T ・ S ・H 年 月 日（ 才） 

現住所 
 

TEL． 
 

本籍地 
 

TEL． 
 

勤 

務

先 

会社名 
 

TEL． 
 

所在地 
 

勤続年数  
年 

業  種 月 収 万円 

収  入  源  給料  ・  年金  ・  保護  ・  貯金  ・  仕送り  現在の家賃  

 

 
 

入

居

者 

続柄 氏 名 生  年 月  日  年齢 勤務先 / 学校名 

  
M・T・S・H 年 月 日生 

  

  
M・T・S・H 年 月 日生 

  

  
M・T・S・H 年 月 日生 

  

  
M・T・S・H 年 月 日生 

  

 

 

連

帯

保

証

人 

フリガナ  生  年  月  日  年齢 続 

 
柄 

 

氏 名 
 

M・T・S・H 年 月 日生 
 

現住所 
 

TEL． 
 

本籍地 
 

TEL． 
 

勤 

務

先 

会社名 
 

TEL． 
 

所在地 
 

勤続年数  
年 

業  種  所属課・役職  月 収 万円 
 

 

身

元

引

受

人 

フリガナ  生  年  月  日  年齢 続 

 
柄 

 

氏 名 
 

M・T・S・H 年 月 日生 
 

現住所 
 

TEL． 
 

本籍地 
 

TEL． 
 

勤

務 

先 

会社名 
 

TEL． 
 

所在地 
 

勤続年数  
年 

業  種  所属課・役職  月 収 万円 
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調査票Ⅱ 

  
 

（経済面） 

□連帯保証人は居ますか？ 居る ・ 居ない 

□収入源は何ですか？ 仕事  ・  年金  ・  預金  ・  生活保護  ・  支援 

年金は受給されていますか？ 月額概算 円 

生活保護は受給されていますか？ 月額概算 円 

現在仕事はされていますか？ 月額概算 円 

貯金はありますか？ 概 算 円 

□現在借金はありますか？ ある ・ ない 

□家賃滞納はありますか？ ある ・ ない 

（健康面） 

□健康状態は良好ですか？ 良好 ・  まあまあ  ・  普通 ・  不安  ・  悪い 

□障害者手帳はお持ちですか？ 知的 ・ 身体 ・ 精神 ・ ない 

□自立支援医療受給者証（精神通院）はお持ちですか？ ある ・ ない 

□かかりつけの病院はどこですか？ 病院 

□認知症はありますか？ ある ・ ない 

（人間関係） 

□ご親戚との連絡は取れますか？ 取れる ・ 緊急時は取れる ・ 取れない 

□ご家族は居ますか？ いる（ 人） ・ いない 

□身元引受人は居ますか？ いる ・ いない 

□同居人は居ますか？ いる（ 人） ・ いない 

□結婚はされていますか？ している ・ していない 

□備後地方にご友人は居ますか？ いる ・ いない 

（個人情報） 

□身分証明書はありますか？ ある（ ） ・ ない 

□住民票はありますか？ ある ・ ない 

□アルコールは飲みますか？ 飲む ・ 飲まない 

□タバコは吸いますか？ 吸う ・ 吸わない 

□ギャンブルはしますか？ する ・ しない 

□薬物使用の経験はありますか？ ある ・ ない 

□暴力団との関係はありますか？ ある ・ ない 

□お仕事は何ですか？  

（自立性） 

□介護度認定は受けていますか？ 受けている（要介護 ・介護 ）・受けていない 

□ 障害程度区分はありますか？ 受けている（区分 ） ・ 受けていない 

□ 福祉サービスは使われていますか？ はい（サービスの種類 ） ・ いいえ 

どこの施設ですか 施設名（ ） 

□ ケアマネジャー等の支援者は居ますか？ 居る（所属 氏名 ）・居ない 

□一人暮らしは出来ますか？ 可能  ・  少し不安 ・  不可 

□食事の準備は可能ですか？ 可能  ・  少し不安 ・  不可 

※ 内容に不実記載があった場合は、契約は解除します。 

特定非営利活動法人 住宅＆相続支援びんごＮＰＯセンター 

ご希望物件 場所 

 家賃 

広さ 

ペット 

車 

その他 

 

今回のお引越しが必要となった理由 
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同 意 書 

 

 
私は、入居前・入居後に際して必要のある時は、私の主治医等の関係機関に対して、 

 

（特）住宅＆相続支援びんごＮＰＯセンターが連絡を取り合うことに同意します。 

 

 

 
年 月 日 

 

 

 

特定非営利活動法人 住宅＆相続支援びんごＮＰＯセンター 様 
 

 
住 所  

 

 

連絡先 （ ） － 

 

 

氏 名 ㊞ 
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（２）入居のしおり 
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※ 「入居のしおり」サンプル ＵＲＬ 

https://www.zentaku.or.jp/ 

wp-content/themes/zentaku/pdf/research/report/ 

research_project/archive2013/h25_saigai-shiori.pdf 

http://www.zentaku.or.jp/
http://www.zentaku.or.jp/
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確認書 

下記貸主（甲）と借主（乙）は、互いに賃貸借契約書の重要な事項を 

 

重要な箇所について、一部を抜粋し、確認書として甲 乙記名押印の

上 、各自その１通を保有する。 

（使用上の注意） 

乙は入居にあたり、下記の事項を遵守する。 

① 乙は、本物件を１週間以上不在にする場合は、行先・期間・緊急連

絡先等を、甲又は管理会社へ事前に通知すること。 

 

 

平成 年 月 日 

 

 

 

（３）「入居時に交わす文書」サンプル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
貸主（甲） 氏 名 印 

 
借主（乙） 氏 

 
名 

 
印 

 

 

 

※ 本確認書に基づいて、入居者から通知される情報は、相当踏み込んだ個人

情報にあたる場合も考えられます。通知される情報の管理等には、十分注意

することが必要です。 

なお、個人情報の保護に関する法律においては、個人情報の使用目的を

説明した上でその範囲内で利用することや、情報漏えい等がないよう安全

に管理することなどが求められています。 
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（４）公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針の策定に

ついて（抄） 

 

国 住 備 １ ０ ５ 号

平成２９年１月２５日 

 

 

各都道府県公営住宅担当部長 殿 

 

国土交通省住宅局 

住宅総合整備課長 

 

 

 

公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針の策定について 

 

 
近年、公営住宅では、単身高齢者をはじめとした単身入居者の割合が増加してお

り、単身入居者がその住宅に家財等を残置したまま死亡する事案も発生していると

ころである。当該事案が発生した住宅に残置された家財等（以下「残置物」という。）の

取扱い等については、公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）、民法（明治 29 年 

法律第 89 号）、各事業主体における公営住宅管理条例等の法令に基づき、事業主体

の判断により対応がなされているところである。 

今般、一部の事業主体から、当該事案が発生した場合であって、相続人を確知で

きないとき等の対応方針の策定に関し、当省に対して要請があったところである。

当省としては、当該要請を踏まえて、公営住宅の全事業主体に対して、残置物への

対応に関する調査を行ったところ、内部規則等において、あらかじめ、残置物への

対応方針を策定した上で対応している先進的な取組みが見られたところである。 

ついては、別添１のとおり、公営住宅における残置物への対応に関する調査の結

果概要を送付するとともに、別添２のとおり、公営住宅における単身入居者死亡後

の残置物への対応方針（案）を送付するので、各事業主体においては、これらを参

考に、地域の実情に応じ、あらかじめ、内部規則等により単身入居者死亡後の残置

物への対応方針を策定するなど、万一の場合の事案に対して適切に対応する枠組み

を整備することにより、引き続き、公営住宅の適正かつ合理的な管理の実施に努め

ていただきたい。 

なお、本通知については、貴管内の事業主体にも周知されたい。 
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別添２ 
 

 

公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針（案） 

 

 
１ 趣旨 

本対応方針は、公営住宅において単身入居者がその住宅に家財等を残置したま

ま死亡する事案が発生した際に、公営住宅に残置された家財等（以下「残置物」

という。）について、相続人等の財産権を侵害しないように留意しつつ、公営住宅の

適切かつ合理的な管理を図るため、残置物の確認、清掃、移動、保管等に関する

対応方針を定めるものである。 

 
２ 残置物の確認、清掃等 

単身入居者の死亡後の住宅については、公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号。 

以下「法」という。）第 27 条第６項の規定により、その使用を承継する入居者は

存在しないため、ご遺族、相続人等の感情に配慮し、また、相続人等の財産権を

侵害しないように留意しつつ、法第 15 条の規定にのっとり、公営住宅の管理を

適正かつ合理的に実施するため、速やかに、残置物の確認、清掃等を行うよう努

めるものとする。 

 
３ 相続人等が明らかな場合の残置物への対応 

残置物は、あらかじめ、第三者に死因贈与（民法第 554 条）の契約がなされて 

いる場合、所有権放棄の同意がなされている場合等を除き、民法（明治 29 年法 

律第 89 号）第 896 条の規定により、相続人が所有することになるため、法第 15

条の規定にのっとり、公営住宅の管理を適正かつ合理的に実施する必要から、速

やかに相続人と連絡を取り、残置物の移動、処分等を要請するものとする。 

 
４ 相続人等が明らかでない場合の残置物への対応 

相続人のあることが明らかでない場合についても、法第 15 条の規定にのっと

り、公営住宅の管理を適正かつ合理的に実施するため、残置物の移動等により、

速やかに、公営住宅の本来の用途に供することができるよう努めるものとする。 

 
（１）事業主体等による残置物の移動 

事業主体等において、民法第５編第６章の規定による相続財産管理人の選任が

なされる前に残置物を移動する必要が生じたときは、財産権を侵害しないよう

に留意しつつ、民法第３編第３章の規定による事務管理に関する規定の趣旨を踏

まえ、適切に移動を行うものとする。 
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（２）事業主体等による残置物の分別 

事業主体等において、残置物を移動、保管等する場合には、相続人等に将来

的に求償する可能性がある費用がいたずらに増加しないよう、当該住宅におけ

る保管期間の短縮、残置物の分別（換価性があるもの、一身専属的なものその

他の保管すべきもの又は生活ゴミその他の廃棄すべきものとに分別）により、

移動費用及び保管費用の低減を図るものとする。 

 
（３）事業主体等による残置物の移動後の保管 

事業主体等による残置物の移動後の保管場所については、入居者の募集を行

っていない公営住宅の空室、公共施設の空きスペースの活用等により、相続人

等に将来的に求償する可能性がある費用がいたずらに増加しないよう、保管費

用の低減に努めるものとする。 

 
５ 見守りサービス等の提供 

単身高齢者等の単身入居者が住宅内において単独で死亡する事案を事前に防ぐ

ため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年 

法律第 112 号）の規定による居住支援協議会の構成員、福祉部局等と連携して見

守りサービス等を提供するよう努めるものとする。 

 
※ 留意点 

（１）本対応方針は、法、民法、公営住宅管理条例に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものであること。 

（２）単身入居者の死亡後の公営住宅に係る返還手続き、公営住宅から移動した残

置物を保管後に処分する手続き、残置物の移動等に係る費用の償還請求の手続

き等についても、地域の実情、これまでの運用等を踏まえ、各事業主体におい

て、適切に定めておくことが望ましいこと。 

（３）上記４により、事業主体等において、残置物を分別し、移動等する際には、

次の事項に留意すること。 

① 複数の職員により、残置物に関する目録を作成、写真撮影等を行い、残置

物の分別等の記録を残しておくことが望ましいこと。 

② 残置物のうち一身専属的なものの判断をより適切に行うため、当該単身入

居者の事情等を知る自治会役員、管理人、連帯保証人等の立会いのもとで行

うことが望ましいこと。 

③ 残置物の移動等に関する費用を将来的に連帯保証人に求償する予定がある

場合には、連帯保証人に経過を連絡し、立会いを求めることが望ましいこと。 
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＜参考＞ 
 

○ 公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針（案）に係る参考事例 

 

１ 残置物の移動に関する規則等の整備 

○ 規則又は内規（事務取扱要領）を定め、残置物を移動している。（17 事業主体） 

＜内規例＞ 

・残置物の移動の際は、自治会役員、管理人等の立会いのもと、職員２名以

上で実施 

・残置物の目録を作成（室内の状況を写真撮影） 

・一身専属的なもの（位牌、遺影、遺骨等）及び換価価値が見込まれるもの 

（新品と同程度の電気製品、家具等）については、倉庫等に移動し保管 

 

２ 残置物を当該住戸から移動するまでの期間 

○ 相続人の有無にかかわらず死亡確認後３月以内（76 事業主体） 

○ 相続人の有無にかかわらず死亡確認後６月以内（44 事業主体） 

 

３ 残置物を移動する場合の移動費用、保管費用の縮減方策 

○  事業主体において残すべき家財等についての基準を設け、その基準に合致し

ていないものは処分する（９事業主体） 

＜例＞ 

・一身専属的なもの（位牌、遺影、遺骨等）及び換価価値が見込まれるもの 

（新品と同程度の電気製品、家具等）については倉庫に保管 

・食品、衣類、その他生活用品で換価価値が見込まれないものについては

廃棄処分 

・法令により個人の所持が禁じられているもの（銃刀、麻薬等）については、

所轄の警察署長へ届出 

 
４ 残置物移動後の保管場所 

○  政策空家等入居させることができない公営住宅内に保管している（126 事業主

体） 

○ 当該住宅団地の敷地内に別途保管場所を設け保管している（17 事業主体） 

 

５ 入居時に保証人に対して死因贈与契約を締結している例 

○ 入居者と保証人等との間であらかじめ死因贈与契約を締結してもらい、入居者

の死亡により保証人等が贈与を受けた際は、保証人等に家財等の所有権を放棄して

もらうことで事業主体が当該家財等を処分することができることとしている。 
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公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針（案） 
 

 

単身入居者の死亡後 

速やかに残置物の確認、清掃 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

相続人による 

残置物の移動、

処分等 

事業主体による

残置物の移動、

保管等 

 

 

 

 

○ 公営住宅の管理を適正かつ合理的

に行うため、残置物の移動、処分

等について、速やかに相続人と連

絡を取り、要請すること。 

○ 公営住宅の管理を適正かつ合理的

に行うため、相続財産管理人の選

任がなされる前に残置物を移動す

る必要が生じたときは、事業主体

において、財産権を侵害しないよ

うに留意しつつ、適切に移動を行

うこと。 

○ 居室の残置物の移動等の際は、保

管すべきものと廃棄すべきものと

に分別し、移動費用等の低減を図

ること。 

○ 残置物の移動後の保管場所につい

ては、入居者の募集を行っていな

い公営住宅の空室等の活用等によ

り、保管費用の低減に努めること。 

＜住宅の残置物の確認、清掃等＞ 

○ 単身入居者の死亡後は、当該公営

住宅の使用を承継する者は存しな

いこと。 

○ 公営住宅の管理を適正かつ合理的

に行うため、財産権を侵害しない

ように留意しつつ、速やかに残置

物の確認、清掃等を行うよう努め

ること。 

相続人が明らかな場合 相続人が明らかでない場合 


